
番号 道路管理者 路線名 区域
延長
(km)

撤去する電柱
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電線
の占用者

法第３７条
指定の時期

猶予期
間

撤去目的
代替措置の
完了予定年度

備考

1
東北地方整備局
青森河川国道事

務所
国道１０４号

八戸市売市４丁目１０２－３３地先
～八戸市売市１丁目２－１６地先

1.1
①東北電力NW㈱
②東日本電信電話

㈱

①27本
②6本

東北電力NW㈱
東日本電信電話

㈱
㈱ﾄｰｸﾈｯﾄ

㈱八戸ﾃﾚﾋﾞ放送
青森県警察

R6年度 10年間
八戸市の防災拠点（長根公園）と八戸北Ｉ
Ｃを結ぶ防災上重要な区間であるため

電線共同溝：R7

2
東北地方整備局
青森河川国道事

務所
国道１０４号

八戸市長苗代１丁目８５－８地先～
八戸市長苗代１丁目１５３－３地先

0.7
①東北電力NW㈱
②東日本電信電話

㈱

①13本
②1本

東北電力NW㈱
東日本電信電話

㈱
㈱ﾄｰｸﾈｯﾄ
青森県警察

未定 -
八戸市の防災拠点（長根公園）と八戸北Ｉ
Ｃを結ぶ防災上重要な区間であるため

電線共同溝：未定

関連
計画
1

東北地方整備局
青森河川国道事

務所
国道１０４号

八戸市長苗代１丁目１５３－３地先
～八戸市売市４丁目１０２－３３地
先

0.3 - 0本(橋梁部) - 未定 -
八戸市の防災拠点（長根公園）と八戸北Ｉ
Ｃを結ぶ防災上重要な区間であるため

No.1～2
の
関連計画

関連
計画
2

東北地方整備局
青森河川国道事

務所
国道１０４号

八戸市長苗代２丁目２６－９地先～
八戸市長苗代１丁目８５－８地先

0.6
①東北電力NW㈱
②東日本電信電話

㈱

①13本
②3本

東北電力NW㈱
東日本電信電話

㈱
㈱ﾄｰｸﾈｯﾄ
青森県警察

未定 -
八戸市の防災拠点（長根公園）と八戸北Ｉ
Ｃを結ぶ防災上重要な区間であるため

No.1～2
の
関連計画

関連
計画
3

東北地方整備局
青森河川国道事

務所
国道４５号

八戸市長苗代２丁目２６－９地先～
八戸市大字市川町字和野前山１７
－２０地先

4.0
①東北電力NW㈱
②東日本電信電話

㈱

①65本
②1本

東北電力NW㈱
東日本電信電話

㈱
㈱ﾄｰｸﾈｯﾄ
青森県警察

未定 -
八戸市の防災拠点（長根公園）と八戸北Ｉ
Ｃを結ぶ防災上重要な区間であるため

No.1～2
の
関連計画

関連
計画
4

青森県 県道２５１号線
八戸市根城１丁目１４－８地先～八
戸市根城４丁目１－２９地先

0.2
①東北電力NW㈱
②東日本電信電話

㈱

①12本
②8本

東北電力NW㈱
東日本電信電話

㈱
青森県警察
㈱ﾄｰｸﾈｯﾄ

未定 -
八戸市の防災拠点（長根公園）と八戸北Ｉ
Ｃを結ぶ防災上重要な区間であるため

電線共同溝：未定
No.1～2
の
関連計画

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R6～R10】



番号 道路管理者 路線名 区域
延長
(km)

撤去する電柱
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電線
の占用者

法第３７条
指定の時期

猶予期
間

撤去目的
代替措置の
完了予定年度

備考

①東北電力NW(株) ①2本 東北電力NW(株) R6年度 10年間 電線共同溝：Ｒ９
東日本電信電話(株)

(株)トークネット
①東日本電信電話(株) ①1本 東北電力NW(株)

東日本電信電話(株)

(株)トークネット

①東北電力NW(株) ①15本 東北電力NW(株)
②東日本電信電話(株) ②12本 東日本電信電話(株)

(株)トークネット
岩手ケーブル

東北電力NW(株) 未定
盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

No.1～3
の

関連計画
(株)トークネット

関連
計画
2

東北地方整備局
岩手河川国道
事務所

国道４６号
盛岡市津志田１６地割１６７地先
～
盛岡市津志田１５地割２７－１０地先

0.3 ①東北電力NW(株) ①2本 東北電力NW(株) 未定 -
盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

No.1～3
の

関連計画

①東北電力NW(株) ①22本 東北電力NW(株)
②東日本電信電話(株) ②14本 東日本電信電話(株)

(株)トークネット
岩手ケーブル
東北電力(株)岩手

①東北電力NW(株) ①9本 東北電力NW(株) 未定
②東日本電信電話(株) ②8本 東日本電信電話(株)

①東北電力NW(株) ①2本 東北電力NW(株) 未定
②東日本電信電話(株) ②1本 東日本電信電話(株)

関連
計画
6

岩手県 国道１０６号
盛岡市中野橋通２丁目12-17～盛岡市内
丸１２-２地先

1.2 － － － － － － 地中化済
No.1～3
の

関連計画

-

-

盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

未定

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R6～R10】

2
東北地方整備局
岩手河川国道
事務所

国道４号
盛岡市津志田南１丁目１０１－４地先
～
盛岡市津志田中央２丁目２０１－８地先

0.3
盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

No.1～3
の

関連計画

No.1～3
の

関連計画

No.1～3
の

関連計画

盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

-

電線共同溝：未定

関連
計画
3

東北地方整備局
岩手河川国道
事務所

国道４号

盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

電線共同溝：未定4
東北地方整備局
岩手河川国道
事務所

-

-

盛岡市津志田町２丁目１１０－１地先
～
盛岡市神子田町３０４－１２地先

2.9

－ 地中化済

盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

関連
計画
4

岩手県
県道３６号
（上米内湯沢線)

盛岡市羽場９地割地先
～
盛岡市永井１地割４７－１地先

0.5
盛岡南ICと盛岡市の防災拠点（盛岡市
役所）を結ぶ防災上重要な区間であるた
め

①東北電力NW(株)

国道４号
盛岡市神子田町３０４－１２地先
～
盛岡市茶畑１丁目１９－１地先

1.0

未定 -

未定

①6本

1
東北地方整備局
岩手河川国道
事務所

国道４６号
盛岡市永井１６地割１１－１地先
～
盛岡市津志田１６地割１６７地先

1.5

関連
計画
1

東北地方整備局
岩手河川国道
事務所

3

国道４６号
盛岡市永井１地割４７－１地先
～
盛岡市永井１６地割１１-１地先

0.6

東北地方整備局
岩手河川国道
事務所

国道４号
盛岡市津志田中央２丁目２０１－８地先
～
盛岡市津志田町２丁目１１０－１地先

0.4

関連
計画
5

岩手県 国道１０６号
盛岡市茶畑１丁目２０－２地先
～
盛岡市中野橋通２丁目12-17地先

0.4

－－－－－



番号 道路管理者 路線名 区域
延長
(km)

撤去する電柱
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電線
の占用者

法第３７条
指定の時期

猶予期
間

撤去目的
代替措置の
完了予定年度

備考

1
東北地方整備局
仙台河川国道事

務所
国道１０８号

大崎市古川千手寺町2丁目23番5地先
～
大崎市古川千手寺町1丁目63番1地先

0.4 ①東日本電信電話(株) ①1本 東日本電信電話(株)
ニューデジタルケーブル（株）

R6年度 10年間
古川ICと大崎市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

電線共同溝：令和
12年度

2
東北地方整備局
仙台河川国道事

務所
国道１０８号

大崎市古川千手寺町1丁目63番1地先
～
大崎市古川諏訪2丁目227番1地先

0.7
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話(株)

①3本
②3本

東北電力NW(株)
東日本電信電話(株)
（株）トークネット
ニューデジタルケーブル（株）
大崎市

R11年度 10年間
古川ICと大崎市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

電線共同溝：令和
17年度

3
東北地方整備局
仙台河川国道事

務所
国道４７号

大崎市古川字本鹿島256番1地先
～
大崎市古川塚目字石名坂190番2地先

1.3
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話(株)

①8本
②2本

東北電力NW(株)
東日本電信電話(株)
（株）トークネット
ニューデジタルケーブル（株）

未定 －
古川ICと大崎市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

電線共同溝：未定

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R6～R10】



番号 道路管理者 路線名 区域
延長
(km)

撤去する電柱
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電線
の占用者

法第３７条
指定の時期

猶予期
間

撤去目的
代替措置の
完了予定年度

備考

1
東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
国道１３号

秋田市川尻若葉町３地先～秋田市
川尻町大川反２３３－７地先

1.4
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話

(株)

①12本
②12本

東北電力NW(株)
東日本電信電話

(株)
KDDI

NTTドコモ
（株）トークネット
秋田ケーブルテレ

R6年度 10年間
男鹿ICと秋田市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

電線共同溝：R1２

2
東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
国道７号

秋田市土崎港南１丁目５２５－１地
先～秋田市土崎港西５丁目１１２地
先

1.5
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話

(株)

①18本
②17本

東北電力NW(株)
東日本電信電話

(株)
未定 -

男鹿ICと秋田市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

電線共同溝：未定

関連
計画
1

秋田市
川尻総社通り線
川尻八橋線

秋田市川尻総社町７地先（市立秋
田総合病院）～秋田市川尻若葉町
３地先

1.0
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話

(株)
調査中

東北電力NW(株)
東日本電信電話

(株)
未定 -

男鹿ICと秋田市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

No.１～２
の関連計
画

関連
計画
２

東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
国道７号

秋田市川尻町大川反２３３－７
地先～秋田市土崎港南１丁目５
２５－１地先

3.9
①東北電力
NW(株)

①1本 東北電力NW(株) 未定 -
男鹿ICと秋田市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

No.１～２
の関連計
画

関連
計画
３

東北地方整備局
秋田河川国道事務

所
国道７号

秋田市土崎港西５丁目１１２地
先～秋田県秋田市金足岩瀬（昭
和男鹿半島ＩＣ）

11.5

①東北電力NW(株)
②東日本電信電話

(株)
③NTTドコモ(株)

①77本
②41本
③1本

東北電力NW(株)
東日本電信電話

(株)
NTTドコモ(株)

未定 -
男鹿ICと秋田市内の防災拠点を結ぶ防
災上重要な区間であるため

No.１～２
の関連計
画

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R6～R10】



番号 道路管理者 路線名 区域
延長
(km)

撤去する電柱
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電線
の占用者

法第３７条
指定の時期

猶予期
間

撤去目的
代替措置の
完了予定年度

備考

1
東北地方整備局
山形河川国道事

務所
国道112号

山形市飯田西４丁目２～山形市桜
田東４丁目９

0.1 - - - - -
山形市の防災拠点（山形大学医学部付
属病院）と山形市役所を結ぶ防災上重要
な区間であるため

地中化済

2
東北地方整備局
山形河川国道事

務所
国道112号

山形市桜田東４丁目９～山形市元
木２丁目１３

0.6
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話
(株)

①18本
②17本

東北電力NW(株)
東日本電信電話(株)
トークネット(株)

未定
山形市の防災拠点（山形大学医学部付
属病院）と山形市役所を結ぶ防災上重要
な区間であるため

電線共同溝:未定

3
東北地方整備局
山形河川国道事

務所
国道112号

山形市元木２丁目１３～山形市元
木１丁目１０

0.2 - - - -
山形市の防災拠点（山形大学医学部付
属病院）と山形市役所を結ぶ防災上重要
な区間であるため

地中化済

4
東北地方整備局
山形河川国道事

務所
国道112号

山形市元木１丁目１０～山形市鳥
居ケ丘１０

0.5
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話
(株)

①13本
②9本

東北電力NW(株)
東日本電信電話(株)
トークネット(株)

R6年度 10年間
山形市の防災拠点（山形大学医学部付
属病院）と山形市役所を結ぶ防災上重要
な区間であるため

電線共同溝:R7

5
東北地方整備局
山形河川国道事

務所
国道112号

山形市鳥居ケ丘１０～山形市七日
町３丁目１−９

3.1 - - - - -
山形市の防災拠点（山形大学医学部付
属病院）と山形市役所を結ぶ防災上重要
な区間であるため

地中化済

関連
計画
1

山形市
市道131号
（医学部1号線）

山形市飯田西４丁目１～山形市飯
田西４丁目２

0.2 東北電力NW(株) 4本

東北電力NW(株)
東日本電信電話(株)
トークネット(株)
㈱ダイバーシティメディア

- -
山形市の防災拠点（山形大学医学部付
属病院）と山形市役所を結ぶ防災上重要
な区間であるため

No.1～6
の関連計
画

関連
計画
2

山形県
県道19号
（山形山寺線）

山形市七日町３丁目１−９～山形市
旅篭町２丁目２−１３

0.1 - - - - -
山形市の防災拠点（山形大学医学部付
属病院）と山形市役所を結ぶ防災上重要
な区間であるため

地中化済
No.1～6
の関連計
画

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R6～R10】　



番号 道路管理者 路線名 区域
延長
(km)

撤去する電柱
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電線
の占用者

法第３７条
指定の時期

猶予期
間

撤去目的
代替措置の
完了予定年度

備考

1
東北地方整備局
福島国道事務所

国道４号
福島市入江町10番41号地先
～
福島市松山町185番地地先

0.9
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話
(株)

①②31本
東北電力NW(株)
東日本電信電話
(株)

R6年度 10年間
福島市の防災拠点（赤十字病院）と伊達
桑折ICを結ぶ防災上重要な区間であるた
め

電線共同溝：R8

2
東北地方整備局
福島国道事務所

国道４号
福島市松山町185番地先
～
伊達市姥ヶ懐1-21番地先

4.4
①東北電力NW(株)
②東日本電信電話
(株)

①②30本
東北電力NW(株)
東日本電信電話
(株)

未定 －
福島市の防災拠点（赤十字病院）と伊達
桑折ICを結ぶ防災上重要な区間であるた
め

電線共同溝：未定

関連
計画
1

東北地方整備局
福島国道事務所

国道４号
伊達市姥ヶ懐1-21番地先
～
伊達市堂ノ内19番地先

1.6 － 0本 － 未定 －
福島市の防災拠点（赤十字病院）と伊達
桑折ICを結ぶ防災上重要な区間であるた
め

No.1～2
の
関連計画

関連
計画
2

福島市

市道入江町８号線
（60046）
市道八島町４号線
（60043）

福島市入江町20-1番地先
～
福島市八島町88-1番地先

0.2 ①東北電力NW(株) ①４本
東北電力NW(株)
東日本電信電話
(株)

未定 －
福島市の防災拠点（赤十字病院）と伊達
桑折ICを結ぶ防災上重要な区間であるた
め

No.1～2
の
関連計画

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R6～R10】


